
特別な事情により、氷見市が指定する医療機関で定期予防接種を受けることが

できない方を対象に、予防接種にかかった費用の一部又は全部の償還払い 

（払戻し）を行います。 

市が指定する医療機関での定期予防接種が難しい方へ 

  

 

 

  

 

１ 対 象 者 

接種当日に氷見市に住民登録があり、以下のいずれかに該当し、県外の医療機関 

で定期予防接種を受ける方 

① 長期間にわたり県外に居住し、市の指定する医療機関での接種が困難な方 

② 県外の施設等へ入所している方 

③ 疾病等の事情により、市の指定する医療機関での接種が困難な方 

  

２ 対象となる定期予防接種 

RS ウイルス感染症・ロタウイルス・Ｂ型肝炎・Ｈｉｂ感染症・小児肺炎球菌感

染症・ジフテリア・百日せき・破傷風・急性灰白髄炎（ポリオ）・結核（ＢＣＧ）・

水痘（水ぼうそう）・麻しん・風しん・日本脳炎・子宮頸がん 

※ただし、事前に予防接種実施依頼書の交付を受け、対象年齢や適切な接種期間を

守って接種したものに限ります。 

 

３ 手続きの流れ  

（１）予防接種を希望する医療機関に、予防接種を実施してもらえるか問い合わせ 

た結果、実施可能な場合は、予防接種を受ける前に母子健康手帳（「出生届出

済証明」と「予防接種の記録の全ページ」の写しでも可）をご持参のうえ、健

康・医療対策課へ「氷見市予防接種実施依頼書交付申請書」を提出してくださ

い。ホームページからオンライン申請も可能です。 

 

（２）申請内容を審査後、「予防接種実施依頼書」を郵送します。 

申請書受理後、「予防接種実施依頼書」の発送まで２週間程度かかります。

余裕をもって申請を行ってください。 

 

（３）予防接種を受ける際は、以下の書類を医療機関にご持参ください。 

①予防接種実施依頼書 

②母子健康手帳 

③氷見市の予診票 

④接種費用（予防接種の種類・医療機関によって金額が異なります。） 

 

 

 



（４）「氷見市予防接種費用償還払申請書兼請求書」に以下の書類を添付し健康・

医療対策課へ提出してください。 

①接種医療機関の領収書（接種した予防接種及び支払額が確認できるもの） 

②予診票の原本 

③予防接種の記録が記載されているもの（母子健康手帳の写し又は予防接種

済証の写し等） 

④振込希望先金融機関の通帳又はキャッシュカードのコピー（被接種者又は

保護者名義のもの） 

⑤被接種者の氏名・住所・生年月日が確認できる書類の写し（申請者と被接 

種者が異なる場合は双方のもの） 

   ※接種費用が市で設定している上限額を超える場合は、その超過分は自己負 

担となります。また、接種費用が市の上限額以内の場合は、接種費用が払 

戻し額となります。 

 

【流れ図】 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

４ 償還払い申請期限 接種日の属する年度の末日 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先 

氷見市中央町 12－21 

氷見市市民部健康・医療対策課 

（いきいき元気館内） 

ＴＥＬ （０７６６）７４－８０６２ 

2025.3 

子ども 

（保護者） 医療機関 

市 

⑥ 予防接種実施・接種費用の請求 

① 予防接種が実施できるかの確認 

 

⑤ 予防接種実施依頼書・予診票等提出 

 

⑦ 接種費用の支払い 

③ 予防接種の実施の確認 ②予防接種実施依頼書交付

申請書提出 

 
⑧償還払の申請 

④ 予防接種実施依頼書交付 

 

⑨ 償還払い 


